
不
良
債
権
処
理
後
の
ス
テ
ー
ジ
は
？�
【特集】�

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
・�

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
構
築
を�

不
良
債
権
問
題
の
処
理
に
メ
ド
を
つ
け
た
大
手
金
融
機
関
に
は
、
融
資
機
能
の
回
復
を
中
心
と
し
た
多
様
な
金
融
機
能
の
強
化
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
問
題
債
権
切
離
し
の
た
め
の
最
終
処
理
を
断
行
す
る
と
と
も
に
、
統
合
リ
ス
ク
管
理
の
高
度
化
に
よ
る
能
動
的
な
与

信
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
追
求
が
課
題
と
な
る
。
他
方
、
地
域
金
融
機
関
を
含
め
た
金
融
シ
ス
テ
ム
の
健
全
化
に
は
な
お
時

間
を
要
す
る
と
み
ら
れ
、
そ
の
後
金
利
が
正
常
化
す
れ
ば
財
政
危
機
が
国
民
生
活
を
圧
迫
す
る
事
態
を
招
来
し
よ
う
。�

日
本
銀
行
　
考
査
局
長�

　
稲
葉
　
延
雄�

過
大
な
リ
ス
ク
を
切
り
離
し
金
融
機
能
を
強
化
す
べ
し�

大
手
行
の
「
半
減
目
標
」

は
射
程
に

大
手
行
は
来
年
三
月
末
ま
で
の

課
題
で
あ
る
不
良
債
権
半
減
目
標
を

達
成
で
き
る
か

多
く
の
大
手
行
で
目
標
達
成
が
射

程
に
入
っ
て
き
た
。
途
中
経
過
で

も
、
不
良
債
権
残
高
の
減
少
、
信
用

コ
ス
ト
の
低
下
が
み
て
と
れ
る
。

大
手
行
で
は
問
題
先
の
最
終
処
理

を
進
め
る
と
同
時
に
、
再
生
見
込
み

の
あ
る
先
は
支
援
し
て
い
く
と
い
う

取
組
み
が
実
を
あ
げ
て
い
る
。
ま

た
、
全
体
的
に
緩
や
か
な
が
ら
景
気

が
上
向
い
て
き
て
い
る
な
か
で
債
務

者
区
分
が
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
す
る
ケ
ー

ス
も
み
ら
れ
る
。

大
口
問
題
先
の
処
理
は
済
ん
だ

と
考
え
て
も
よ
い
か

取
組
み
は
進
ん
で
い
る
。
大
手
行

は
産
業
再
生
機
構
や
整
理
回
収
機
構

の
活
用
、
外
部
の
専
門
家
の
知
恵
を

借
り
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を

し
な
が
ら
、
大
口
問
題
先
を
再
生
さ

せ
て
い
る
。
た
だ
し
、
大
口
問
題
先

の
処
理
に
メ
ド
が
立
っ
た
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
。

経
済
指
標
の
改
善
、
株
価
の
回
復
で
金
融
機
関
に
対
す
る
市
場
の
評
価
は
明
ら
か
に
上
向
い
て
い
る
。
日

銀
考
査
の
ス
タ
ン
ス
も
、
金
融
機
関
か
ら
の
不
良
債
権
・
株
式
な
ど
の
リ
ス
ク
切
り
離
し
か
ら
、
ペ
イ
オ

フ
全
面
解
禁
を
視
野
に
入
れ
た
信
用
供
与
チ
ャ
ネ
ル
の
変
革
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
よ
う
だ
。
稲
葉
考
査
局

長
に
金
融
機
能
回
復
か
ら
強
化
へ
向
け
た
金
融
機
関
経
営
の
課
題
を
聞
い
た
。

（
編
集
部
）
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【特集】不良債権処理後のステージは？�

中途半端な再生企業の�
存在に問題残す�

企業の価値創造に寄与する�
金融機能の発揮を�

ほとんどの大口問題先は銀行のコントロール下に
あるが…（写真は福岡ドームとホテル、共同）�

Ａ：経 済 官 庁�

Ｂ：金融アナリスト�
Ｃ：大手行企画部�

出 席 者 �

焦
点
は
最
終
処
理
の
断
行
に

大
手
行
の
不
良
債
権
問
題
は
終

息
に
向
か
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
か

Ａ

政
府
内
で
の
認
識
は
世
代
に
よ

っ
て
異
な
る
。
上
の
世
代
は
解
決
し

た
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
だ
ろ

う
。
個
人
的
に
は
個
々
の
企
業
の
事

業
リ
ス
ト
ラ
は
依
然
不
十
分
と
考
え

て
い
る
。

成
熟
経
済
に
お
い
て
企
業
の
優
勝

劣
敗
は
必
然
だ
。
い
ま
は
ゼ
ロ
金
利

で
「
金
融
社
会
主
義
」
が
浸
透
し
て

い
る
が
、
今
後
景
気
が
よ
く
な
っ
て

い
け
ば
、
投
資
余
力
、
金
利
上
昇
へ

の
耐
久
力
の
面
で
同
業
他
社
と
の
差

が
明
確
に
現
わ
れ
て
く
る
。

Ｂ

銀
行
に
お
い
て
も
、
不
良
債
権

問
題
は
解
決
し
た
と
思
っ
て
い
る
経

営
者
が
多
い
だ
ろ
う
。
ど
の
企
業
を

ど
ん
な
順
番
で
処
理
し
て
い
く
か
に

つ
い
て
、
一
応
の
整
理
が
つ
い
た
か

ら
だ
。

先
般
の
カ
ネ
ボ
ウ
再
建
も
、
そ
う

し
た
文
脈
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
三
井
住
友
銀
行
は
〇
三
年
度

上
期
、
最
大
の
懸
案
だ
っ
た
不
動
産

関
連
の
問
題
先
を
実
質
破
綻
先
に
落

と
し
、
下
期
以
降
、
最
終
処
理
に
着

手
す
る
メ
ド
を
つ
け
た
。
そ
こ
で
、

次
の
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
最
初
に
手
が

け
た
の
が
カ
ネ
ボ
ウ
再
建
と
い
う
わ

け
だ
。
し
か
し
、
現
実
に
は
相
対
的

に
財
務
内
容
が
良
好
と
さ
れ
る
東
京

三
菱
銀
行
で
さ
え
、
問
題
先
の
最
終

処
理
が
完
全
に
終
わ
っ
た
と
は
い
え

不
良
債
権
処
理
が
最
終
局
面
に
差
し
か
か
っ
て
い
る
。
竹
中
平
蔵
金
融
担

当
大
臣
は
「
大
手
行
の
健
全
化
は
着
実
に
進
ん
で
い
る
」
と
、
〇
五
年
三

月
末
を
期
限
と
す
る
不
良
債
権
問
題
の
解
決
に
自
信
を
示
し
、
株
式
市
場

の
注
目
点
も
不
良
債
権
か
ら
収
益
力
へ
シ
フ
ト
し
た
。
問
題
企
業
の
最
終

処
理
、
金
融
機
能
の
回
復
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
実
現
す
る
た
め
、
大
手
行

に
要
請
さ
れ
て
い
る
課
題
は
何
か
。
経
済
官
庁
、
株
式
市
場
、
銀
行
経
営

の
最
前
線
で
働
く
中
堅
幹
部
に
忌
憚
な
い
意
見
を
聞
い
た
。

２００４．４．１９金融財政事情17



地
域
金
融
機
関
の
健
全
化
ま
で�

ゼ
ロ
金
利
・
デ
フ
レ
は
継
続
す
る�

【
特
集
】

不
良
債
権
処
理
後
の
ス
テ
ー
ジ
は
？
�

金
利
正
常
化
後
に
は
財
政
危
機
が
国
民
生
活
を
圧
迫�

経
済
産
業
研
究
所�

研
究
員
　

小
林
　
慶
一
郎�

景
気
回
復
が
鮮
明
に
な
る
な
か

で
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
健
全
性
に
対

す
る
危
機
感
は
薄
れ
て
き
て
い
る
。

と
く
に
、
株
価
が
一
万
一
〇
〇
〇
円

台
で
安
定
し
て
き
た
た
め
、
大
手
行

が
突
然
破
綻
す
る
よ
う
な
金
融
危
機

が
起
こ
る
危
険
は
少
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
地
銀
な
ど
地
域
金
融
機

関
を
み
る
と
、
不
良
債
権
の
総
資
産

に
占
め
る
割
合
は
依
然
と
し
て
高

く
、
油
断
は
禁
物
だ
、
と
い
う
関
係

者
も
多
い
。
ま
た
、
金
融
シ
ス
テ
ム

の
問
題
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
最
終

的
に
は
公
的
債
務
の
問
題
に
集
約
さ

れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
民
間
金
融
セ
ク
タ
ー
が
健
全
化

し
、
デ
フ
レ
が
緩
和
さ
れ
れ
ば
、
公

的
債
務
の
問
題
が
日
本
経
済
に
大
き

く
の
し
か
か
る
こ
と
に
な
る
。

金
融
シ
ス
テ
ム
問
題
の
今
後
と
、

長
期
的
な
公
的
債
務
問
題
を
考
察
す

る
。

ペ
イ
オ
フ
解
禁
後
の

地
域
機
関
の
健
全
化
に
問
題

こ
こ
数
年
で
、
不
良
債
権
処
理
は

急
速
に
進
展
し
て
お
り
、
銀
行
セ
ク

タ
ー
の
資
本
増
強
も
進
ん
で
き
て
い

【
要
旨
】

景
気
回
復
と
不
良
債
権
処
理
の
進
展
に
よ
り
、
大
型
金
融
危
機
の
懸
念

は
小
さ
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
地
域
金
融
機
関
の
問
題
は
深
刻
で
、
解
決

ま
で
に
あ
と
数
年
は
か
か
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
間
、
下
支
え
の
た
め
の

ゼ
ロ
金
利
政
策
（
量
的
緩
和
政
策
）
は
継
続
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

物
価
も
デ
フ
レ
基
調
が
続
く
と
考
え
ら
れ
る
。
金
利
が
正
常
化
し
、
デ
フ

レ
か
ら
完
全
に
脱
却
で
き
る
の
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
が
ほ
ぼ
完
全
に
健
全

化
し
た
と
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
ゼ
ロ
金
利
が
解
除
さ
れ
れ
ば
、
累
積
し
た
公
的
債

務
が
金
利
上
昇
に
伴
っ
て
国
民
生
活
を
圧
迫
す
る
。
現
在
は
ゼ
ロ
金
利
に

よ
っ
て
財
政
に
対
す
る
国
民
の
危
機
感
は
麻
痺
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
金

利
正
常
化
と
と
も
に
、
財
政
危
機
が
深
刻
化
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。
国
債

管
理
政
策
に
万
全
を
期
す
必
要
が
あ
る
。
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